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稲 見 塗 装 店
塗 り 替 え 住 ま い の リ フ ォ ー ム

電話で簡単見積もり
高齢者　　１０％割引

信 頼 ・ 安 心 の 保 証 書 付 き
深浦町大字北金ヶ沢

T E L　　0 1 7 3-7 6-3 0 6 4
F A X　　0 1 7 3-7 6-3 0 7 4
携　帯　　0 9 0-2 0 2 1-7 1 2 1

F-ミーティング
　　実施グループ募集中！！
　深浦町のこれからをみんなで語り合ってみませんか？
　町長と地域の活性化・住みよいふるさとづくりなど、よりよい町
づくりのための意見交換を行いたい５～10名程度のグループを募集
しています。興味のある方は申込・問合せ先までご連絡ください。　
　　□申込・問合せ先
　　　　　　総合戦略課　TEL　74-2122

平沢町長が、深浦町の魅力を発信する
F-tube！
深浦町の魅力が伝わるチャンネルを目
指していきますので、ぜひチャンネル
登録をよろしくお願いします。
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役場の窓口を紹介します　
【福祉課　介護保険係】
　介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の皆様は、加入者（被保険者）
となって保険料を納め、介護が必要になったとき、費用の一部を支払ってサービスを利用できる仕組み
です。
〇65歳以上の人（第１号被保険者）
原因を問わず介護や日常生活の支援が必要になった時、市区町村の認定を受け、サービスを利用でき
ます。
介護保険料の支払いは、年金から保険料が天引きされる特別徴収と、納付書に基づき保険料を納付す
る普通徴収があります。

〇40歳以上65歳未満の人（第２号被保険者）
老化が原因とされる病気（特定疾病）により介護や支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、
サービスを利用できます。加入している医療保険の保険料に上乗せして納めます。

介護保険サービスを利用するためには、
１　介護保険の申請をします。
・申請は、役場福祉課介護保険窓口で行います。その他、地域包括支援センター、大戸瀬・岩崎両支
所や、※居宅介護支援事業所窓口でも申請の代行ができます。

・申請に必要なもの
　要介護認定申請書（窓口、ホームページにあります）、介護保険証（オレンジの保険証です）
※社会福祉協議会（深浦）74-3111、はまなす介護相談センター（驫木）82-0515、在宅介護支援セン
ターしらかみのさと（岩坂）84-3020、サンタ園介護支援センター（岩崎）77-2020

２　認定調査を受けます。
・深浦町職員や、町から依頼を受けた介護支援専門員（ケアマネジャー）が自宅を訪問し、心身の状
況について、本人や家族から聞き取り調査を行います。

・主治医から心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
　申請をすると、主治医の意見書の作成依頼を町から出しているので、受診の時に作成してもらえま
す。

３　専門家が審査します。
・聞き取り調査と主治医からの意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、介護が必要な度合い（要
介護状態区分）の判定が行われます。

４　認定結果が通知されます。
・判定に基づき、町が介護の必要な度合い（要介護状態区分）を認定し通知します。認定結果通知書
と、認定結果などが記載された保険証が郵送されます。

５　サービスを利用します。
・認定結果が通知されたら、ケアマネジャーに介護サービス計画（ケアプラン）を作成してもらいま
す。

・費用は、１か月でかかったサービス費用の１割から３割です。

■お問合せ先　福祉課　TEL　74－2117
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